
令和５年度東北町福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている

福祉施設等を運営する者に対し、東北町福祉施設等物価高騰対策支援金（

以下「支援金」という。）の交付について、東北町補助金等交付規則（平

成１７年東北町規則第５０号）の定めるもののほか必要な事項を定め、福

祉施設等の経済的負担の軽減並びに利用者に対する安定的なサービス提供

に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 高齢者施設等 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設

、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介

護、通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、

小規模多機能型居宅介護、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪

問リハビリテーション及び居宅介護支援を行う事業所をいう。 

（２） 障害児者施設等 障害者支援施設、共同生活援助、短期入所、生

活介護、自立訓練（生活訓練）、就労継続支援Ａ型、就労継続支援

Ｂ型、就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅

介護、重度訪問介護、行動援助、地域移行支援、地域定着支援、計

画相談支援及び障害児相談支援を行う事業所をいう。 

（３） 保育施設 保育所及び認定こども園をいう。 

（４） 福祉施設等 町内に所在する高齢者施設等、障害児者施設等及び

保育施設をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、介護保険法（

平成９年法律第１２３号）、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）、

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８

年法律第７７号）及び関係法令において使用する用語の例による。 

 



（交付対象） 

第３条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者

とする。 

（１） 次のいずれにも該当し、町内に所在する福祉施設等を運営する事

業者であること。 

ア 令和５年４月１日現在において事業を行っていること。 

イ 第５条の規定による申請を行うまでに事業を休止し、又は廃止

していないこと。 

ウ 交付申請日時点で、今後の事業を休止又は廃止を予定していな

いこと。 

（２） 国及び地方公共団体その他公共団体が設立した法人及び国、地方

公共団体その他公共団体が資本金、基本金、その他これらに準ずる

ものを出資し、又は拠出している法人でないこと。 

（３） 町税の滞納がないこと。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者でないこと。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、支援金の目的に照らして適当でない

と町長が認めた者でないこと。 

 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、１福祉施設等当たり、別表に掲げる区分に応じ、同

表に定める額とする。 

 

（申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

福祉施設等の区分ごとに令和５年度東北町福祉施設等物価高騰対策支援金

申請書兼請求書（様式第１号）を、令和５年１１月３０日までに町長に申

請しなければならない。 

 

（支援金の交付決定及び通知） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書

類の内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、令和５年度東北町福祉

施設等物価高騰対策支援金交付可否決定通知書（様式第２号）により申請

者に通知するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 



第７条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。 

（２） 支援金の交付決定の条件に違反したとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。 

 

（支援金の返還） 

第８条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合にお

いて、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ず

ることができる。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

附 則 

 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

 

１ 高齢者施設等 

区分 支援金の額 

入所系 

介護老人福祉施設、地域密着型

介護老人福祉施設、軽費老人ホ

ーム、認知症対応型共同生活介

護、短期入所生活介護及び短期

入所療養介護を行う事業所 

定員（令和５年４月１日現在

の定員をいう。以下同じ。）３

０人以上の場合 

５，０００円に定員数を

乗じて得た額 

定員２９人以下の場合 １５０，０００円 

有料老人ホーム及びサービス

付き高齢者向け住宅 

定員３０人以上の場合 
３，５００円に定員数を

乗じて得た額 

定員２９人以下の場合 １００，０００円 

通所系 
通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション及

び小規模多機能型居宅介護を行う事業所 
１００，０００円 

訪問系 
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション

及び居宅介護支援を行う事業所 
５０，０００円 

 

２ 障害児者施設等 

区分 支援金の額 

入所系 
障害者支援施設、共同生活援助

及び短期入所を行う事業所 

定員３０人以上の場合 
５，０００円に定員数を

乗じて得た額 

定員２９人以下の場合 １５０，０００円 

通所系 

生活介護、自立訓練（生活訓練）、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）、

就労定着支援、児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う

事業所 

１００，０００円 

訪問系 
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、地域移行支援、地域定着

支援、計画相談支援及び障害児相談支援を行う事業所 
５０，０００円 

 

３ 保育施設 

区分 支援金の額 

保育所及び認定こども園 
定員２０人以上の場合 

１，２５０円に定員数を

乗じて得た額 

定員１９人以下の場合 ２５，０００円 


